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令和４年
８月23日
（火）

１　コロナ禍における経済対策について
　新型コロナウイルス感染症の長期化、原油価格や電
気・ガス料金を含む物価高騰の影響は、観光業、飲食
業及び小売業を中心とした地域経済や市民生活に甚大
な影響を及ぼしています。
地域経済の立て直しには、市単独事業を実施するため
の財源の確保が必要であることから、以下のとおり要
望します。

１　経済状況が回復するまで、適時に切れ目ない経済
対策を講ずること。
２　感染症が終息するとともに、物価の安定や経済が
回復するまでは、継続的かつ安定的な財源の確保につ
いて、地方創生臨時交付金の増額など全面的な財政措
置を講ずるよう国に強く働きかけること。

【商工労働観光部】
１　県では、コロナ禍での経済対策として、いわて飲
食店安心認証制度の認証を受けた飲食店で使用できる
プレミアム付き食事券を発行する「いわて飲食店応援
事業」を令和４年12月まで実施したほか、県民等の県
内旅行代金を助成する「いわて旅応援プロジェクト」
をの実施や、令和４年11月からは貸切バス・貸切タク
シーの利用促進のための運賃・料金の補助を実施しま
した。
　また、原油価格・物価高騰対策として、令和４年度
第３号補正予算により、１店舗当たり最大35万円を支
給する物価高騰対策支援金の支給を始めるほか、令和
４年10月及び令和５年２月にそれぞれ小売店・サービ
ス業等の店舗でＱＲコード決済により購入利用した方
に対して、20％分のポイントを付与する「いわて県民
応援プレミアムポイント還元事業」により消費の喚起
を図っています。
　令和５年度においては、民間事業者、商工団体、組
合等が行う飲食店や商店街の利用を促進する事業への
補助に係る予算額を拡充し、売上の回復を支援するこ
ととしており、今後も、感染状況や県内経済の動向を
見極めながら、必要に応じて対応を検討していきま
す。（Ｂ）

沿岸広域振
興局

経営企画部 Ｂ：２



【ふるさと振興部】
２　国が措置している新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金により、各自治体において令和４
年度事業を実施しています。
　県としては、国が実施する事業に係る地方負担はも
とより、地域の実情に応じて行う地方単独事業につい
ても、財政運営に支障が生じることのないよう、必要
な額の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
付金の確保とともに、財政基盤の弱い自治体に対する
重点的な配分及び令和５年度以降も取組が必要となる
ことを見据えた柔軟な運用について、国に対して要望
しているところであり、引き続き、全国知事会等とも
連携しながら、一層の財政支援について働きかけてい
きます。（Ｂ）



令和４年
８月23日
（火）

２　公共交通の維持確保について
　公共交通の利用者が減少するなか、住民の足を確保
し、維持していくことが喫緊の課題です。
市内路線バスは、国や県の補助により運行する路線が
あり、補助制度は地域公共交通の維持確保に大きな成
果を上げています。また、鉄道、タクシーにおいても
市民や観光客の足として、維持確保が必要と考えま
す。
　つきましては、公共交通の維持確保を図るため、以
下のとおり要望します。

１　幹線バス路線の維持確保のため、県単補助金の地
域の実情や社会情勢に応じた柔軟な運用及び補助上限
額の拡大を図ること。
２　補助路線代替交通確保維持事業が令和４年度まで
の予定であることから、補助制度の延長又は新たな補
助制度を創設すること。
３　新型コロナウイルス感染症による減収補填も含
め、公共交通事業者の実情に応じた新たな財政支援策
について、国に強く働きかけること。
４　すべての人が公共交通を利用しやすい環境となる
よう、デマンド交通などの地域内交通の維持・拡充に
必要な補助制度を創設すること。

１　幹線バス路線の運行欠損額に対する県単補助であ
る広域生活路線維持事業については、これまで、被災
地特例や激変緩和措置、新型コロナウイルス感染症に
伴う特例措置といった要件の緩和を実施してきてお
り、今後も社会情勢や国の特例措置の実施状況等を踏
まえながら、特例措置の継続等について検討するとと
もに、県と市町村で構成する「地域内公共交通構築検
討会」等を活用した課題の整理を行い、公共交通の維
持・確保に必要な支援について引き続き検討していき
ます。（Ｂ）

２　補助路線代替交通確保維持事業については、令和
２年度に国庫補助における被災地特例の廃止により、
代替交通を担うことになる市町村負担の増大が見込ま
れたことから、令和４年度までの事業として創設した
ものです。
　令和５年度は、新たに、県民の広域的な移動を支え
る一定の要件を満たす代替交通を市町村が確保する場
合に、費用の一部を支援する人口減少対策路線確保事
業を創設しました。（Ａ）

沿岸広域振
興局

経営企画部 Ａ：１
Ｂ：３



３　県では、令和２、３年度において、乗合バス、タ
クシー、第３セクター鉄道事業者が、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている中でも安全かつ安定し
た運行が維持できるよう、運行支援交付金により支援
を行ったところであり、令和４年度においても、乗合
バス、タクシー事業者については、同様の交付金や燃
料費の高騰の影響を踏まえた緊急対策交付金により支
援を行ったところです。
　また、６月16日に行った令和５年度政府予算提言・
要望等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大を受け、輸送需要の大幅な減少に直面している公共
交通事業者へ財政支援を講じることや、路線バスに係
る国庫補助の補助要件の緩和、密度カットの適用除外
の特例継続等について要望しているところであり、今
後も引き続き、国に対して働きかけを行っていきま
す。（Ｂ）

４　地域内交通の維持・拡充に必要な支援について
は、市町村が地域の実情に応じ、持続可能な公共交通
体系の構築に係る実証運行や利用促進を行う場合に、
地域公共交通活性化推進事業費補助により支援を行っ
ているところであり、今後も県と市町村で構成する
「地域内公共交通構築検討会」等を活用した課題の整
理を行い、必要な支援について引き続き検討していき
ます。（Ｂ）



令和４年
８月23日
（火）

３　災害に強いまちづくりの推進について
（１）河川の適切な維持管理について
　県が管理する河川の適切な維持管理のため、以下の
とおり要望します。

１　近年多発する豪雨等災害に備え、堤防の整備、土
砂浚渫や流木の除去など、河川機能の強化を図るこ
と。
特にも、閉伊川と刈屋川の合流地点、閉伊川と飛沢川
の合流地点、長沢川の松山～田鎖橋、津軽石川と藤畑
川の合流地点の河道掘削について早期にし、花輪橋付
近の立木伐採も計画的に実施すること。
２　砂防堰堤について、砂防施設点検結果を踏まえた
適切な維持管理を行うこと。
３　河川水門施設に係る定期点検を実施し、改良、改
修が必要な施設について必要な予算を確保のうえ、早
急に対応すること。
４　河川水門操作者の安全を確保するため、スルース
型水門の自動開閉型へ改良すること。
５　防災・安全交付金等による財政措置の拡充につい
て、国に強く働きかけること。

１　河川の維持管理について、県では、住宅密集地域
や被災履歴のある箇所など優先度の高い箇所から順次
対策を進めており、令和３年度は、閉伊川千徳地区及
び小山田地区、八木沢川実田地区等の支障木伐採や堆
積土砂の除去を実施し、令和４年度は、摂待川胡桃畑
地区、神田川小林地区、近内川宮町地区等を予定して
います。
　今回要望を頂いた箇所のうち、閉伊川と飛沢川との
合流点及び長沢川の松山～田鎖橋は、それぞれ令和２
年度及び平成30年度に河道掘削を実施した箇所です
が、他の要望箇所とあわせ、今後も現地の状況を確認
しながら、適切な河川の維持管理に努めていきます。
(Ａ)

２　砂防堰堤の維持管理については、毎年実施してい
る砂防施設点検結果や長寿命化計画等に基づき対策を
進めており、令和２年度から実施していた夏屋川岩シ
バリ砂防堰堤の修繕工事が今年４月に完成したところ
です。引き続き、砂防施設点検等により施設の状況を
把握し修繕等を行うとともに、長寿命化計画も踏まえ
た適切な維持管理に努めていきます。（Ａ）

沿岸広域振
興局

土木部 Ａ：３
Ｂ：２



３､４　河川水門については、定期的に実施している
水門施設点検の結果を踏まえ、改良、改修が必要な場
合は速やかに対応するとともに、自動開閉型水門の導
入についても検討していきます。(Ｂ)

５　県では、河川内の堆積土砂や立ち木の除去につい
て、年次計画等に基づき計画的に住宅密集地域や被災
履歴のある箇所など、優先度の高い箇所から実施して
いるところですが、平成28年８月の台風第10号災害や
令和元年10月の台風第19号災害など、近年全国各地で
豪雨災害が発生しており、災害の予防的措置として、
その重要性は増しているものと認識しています。
　このため、県では、大規模な洪水発生時に大量に堆
積した河道の土砂撤去など、緊急的に対応すべき防
災・減災対策に資する事業について、防災・安全交付
金等による財政措置の継続を国に対し要望していると
ころであり、今後も機会を捉えて働きかけていきま
す。(Ａ)



令和４年
８月23日
（火）

３　災害に強いまちづくりの推進について
（２）砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業及び治山事業
の促進について
　近年、豪雨等により、土砂災害による被害が多発し
ていることから、砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業及
び治山事業について、一層の整備促進を図るため、以
下のとおり要望します。

１　整備中の砂防事業（高浜の沢(2)、赤前上の沢
(2)）、急傾斜地崩壊対策事業（築地）、復旧治山事
業（戸塚、坂本沢）、崩壊地復旧（袰岩）について早
期に完成させること。
２　被害が多数発生した重茂、赤前、津軽石、崎山、
新里、川井の各地区について、早急に対策を進めるこ
と。
特にも、土砂災害特別警戒区域（土石流）の北井沢、
田の沢及び土砂災害特別警戒区域（急傾斜）の星山、
上箱石、川井-9、復旧治山事業（堀内）について早期
事業化すること。
３　令和４年７月23日の豪雨により発生した鈴久名地
区の山腹崩壊について、市道の災害復旧に支障をきた
さないよう早急に対策を進めること。
４　林地開発申請について、厳正な審査を行うととも
に、施工に際しての監督、指導について一層強化する
こと。

【農林水産部、県土整備部】
１　砂防事業高浜の沢(2)については、令和３年度か
ら工事に着手しており、引き続き、早期完成に向けて
事業を推進していきます。(Ａ)
　砂防事業赤前上の沢(2)については、令和４年度か
ら工事に着手しており、引き続き、早期完成に向けて
事業を推進していきます。(Ａ)
　急傾斜地崩壊対策事業（築地）については、令和３
年度から工事に着手しており、引き続き、早期完成に
向けて事業を推進していきます。(Ａ)
 復旧治山事業（戸塚、坂本沢）及び県単治山事業
（袰岩）については、一部の地区が完成済みであり、
引き続き早期概成（完成）を目指して工事を推進して
いきます。（Ａ）

２　土砂災害特別警戒区域（土石流）の田の沢につい
ては、既設の砂防堰堤の適切な維持管理に努めるとと
もに、現地調査結果を踏まえ、土砂・流木等堆積物の
撤去等の必要な対策について検討していきます。(Ｃ)
土砂災害特別警戒区域（土石流）の北井沢及び土砂災
害特別警戒区域（急傾斜）の星山、上箱石、川井-9に
ついては、事業採択にかかる条件や緊急性等を見極め
ながら事業の検討を進めていきます。(Ｃ)

沿岸広域振
興局

土木部、農
林部

Ａ：５
Ｂ：２
Ｃ：２



　治山事業は、県が策定する「治山事業四箇年実施計
画」等に基づき実施しており、具体的な事業について
は、地域の実情を踏まえ、『人家』や『重要な公共施
設』などの保全対象を考慮し、緊急性の高い箇所を優
先的に実施しています。また、国土強靭化に向けた事
業予算の確保について、国に要望しているところで
す。要望のありました箇所につきましても、引き続き
事業採択に係る条件や緊急性等を見極めながら検討を
進めていきます。（Ｂ)

３　鈴久名地区の林地崩壊への対応については、国庫
補助事業による令和５年度治山事業の採択を目指し
て、事業計画書の作成を進めています。 (Ｂ)　事業
採択に向けて、引き続き、緊密な連携を図り取り組ん
でいきます。

４　林地開発許可については、審査基準をホームペー
ジに公開した上で厳正な審査を実施しているところで
す。また、開発工事に際しては、防災施設の先行設置
を許可条件にするなど、工事中の指導も行っていると
ころです。（Ａ)　今後も林地開発許可制度の適正な
運用を図っていきますので、無許可林地開発行為の疑
い等がある場合は情報提供いただきますようお願いし
ます。



令和４年
８月23日
（火）

３　災害に強いまちづくりの推進について
（３）浸水対策事業の推進について
　浸水対策を実施するうえで必要な道路の冠水対策や
河川の改修などのため、以下のとおり要望します。

１　社会資本整備総合交付金を含めた既存制度の補助
要件の拡大及び新たな財政支援の創設について、国に
強く働きかけること。
２　根市地区について、台風第10号において国道106
号及び沿線の住宅・事業所が浸水する被害が発生した
ことから、国道106号の排水側溝の改修を行うこと。

１　貴市が実施している浸水対策基本調査において、
今後示される具体的対応案について、社会資本整備総
合交付金等の制度対象の可否を勘案し、補助要件拡大
等の財政支援について国へ働き掛けていきます。(Ｂ)

２　道路の排水施設は、道路利用者の安全な通行を確
保するため、基準に基づき必要な排水能力を確保し、
設置することとしています。
　要望の国道106号根市地区の排水側溝の改修につい
てもは、この基準により、現在の側溝を設置している
ことから、早期の改修は困難ですが、流末を含め、排
水系統の点検を行っていきます。（Ｃ）

沿岸広域振
興局

土木部 Ｂ：１
Ｃ：１

令和４年
８月23日
（火）

３　災害に強いまちづくりの推進について
（４）水位周知河川及び水防警報河川の追加指定につ
いて
　今後の適切な避難指示等の実施のため、以下のとお
り要望します。

１　閉伊川において、現在未指定区間である小国川合
流点の上流及び刈屋川合流点から花輪橋に係る水位周
知河川の早期指定をすること。
２　新たに危機管理型水位計が設置された山口川、近
内川、二又川、飛沢川、小国川、夏屋川、鈴久名川、
倉の沢川、薬師川、田代川、神田川、八木沢川、重茂
川河川に係る水防警報河川の早急な追加指定をするこ
と。

１　水位周知河川の指定については、人口・資産の状
況や浸水被害の状況、防災拠点（役場等）の状況等を
勘案した上で、県と市町村で構成する三陸圏域大規模
氾濫減災協議会において貴市とも調整を図りながら、
令和７年度までの４か年の計画を策定し、指定の拡大
に取り組んでいるところです。
　閉伊川については、同計画に基づき、刈屋川合流点
から花輪橋に係る区間について、令和４年度に水位周
知区間として追加指定しました。（Ｂ）

２　令和３年度は、従来型の水位計を利用して、宮古
市の長沢川及び刈屋川を水防警報河川・水位周知河川
に指定したところです。危機管理型水位計を設置した
河川における水防警報河川の指定については、危機管
理型水位計の運用実績等や他県の動向等を踏まえ、指
定の適否を判断し、今後の計画への位置付けについて
検討していきます。(Ｃ)

沿岸広域振
興局

土木部 Ｂ：１
Ｃ：１



令和４年
８月23日
（火）

３　災害に強いまちづくりの推進について
（５）復興関連事業終了に伴う財政負担増加に対する
軽減策について
　復興関連事業の終了に伴い、通常事業に移行したこ
とにより財政負担が増加していることから、以下のと
おり要望します。

１　通常事業に移行したことにより、市の財政負担が
増加した音部漁港の整備事業について、負担の軽減策
を講じること。

　東日本大震災津波に係る復興事業として取り組んで
きた音部漁港の掘り込み整備については、地元要望等
により事業費が増加することから、その増加分は、通
常事業で対応することとしております。
　引き続き、地元漁協との協議・調整を行いながら、
通常事業にかかる事業費の縮減を図り、宮古市負担額
の軽減に努めていきます。（Ｂ）

沿岸広域振
興局

水産部 Ｂ：１



令和４年
８月23日
（火）

４　道路交通ネットワークの整備促進について
（１）宮古盛岡横断道路の整備促進について
　重要物流道路である宮古盛岡横断道路について、災
害時の緊急体制やきめ細かな道路管理体制を整えるた
め、以下のとおり要望します。

１　田鎖蟇目道路及び箱石達曽部道路の整備促進に向
けた必要な予算確保など、事業推進を図ること。
２　箱石達曽部道路は、道の駅やまびこ館へのアクセ
ス向上を図ること。
３　東北地方の連携・交流の骨格となる格子状骨格道
路として国で一　体的に管理すべく、国土交通大臣管
理の指定区間への編入について、国に強く働きかける
こと。

　宮古盛岡横断道路については、復興支援道路として
国により整備が進められた蟇目から腹帯間、川井から
箱石間、平津戸・岩井から松草間が令和３年３月28日
に開通しました。

1.　田鎖蟇目道路は令和２年度、箱石達曽部道路は令
和３年度に国により事業化されたところですが、県で
は、令和５年度政府予算提言・要望において、これら
の道路を始めとする宮古盛岡横断道路の整備推進につ
いて国に要望したところであり、引き続き国へ働きか
けていきます。（Ｂ）

2.　国では、道の駅やまびこ館付近に（仮称）川内イ
ンターチェンジの設置を計画しており、現在、設計を
進めていると聞いています。
　県としては、箱石達曽部道路の整備を推進する中
で、防災拠点へのアクセス強化や道路の利便性確保の
観点から、「やまびこ館」へのアクセスを確保するよ
う国へ働きかけていきます。（Ｂ）

3.　令和５年度政府予算提言・要望において、復興支
援道路として整備された宮古盛岡横断道路の指定区間
編入について国に要望したところであり、東北地方の
連携・交流の骨格となる格子状骨格道路として、国で
一体的に管理することについて、引き続き様々な機会
を捉えて国へ働きかけていきます。（Ｂ）

沿岸広域振
興局

土木部 Ｂ：３



令和４年
８月23日
（火）

４　道路交通ネットワークの整備促進について
（２）国道の防災対策及び交差点改良について
　一般国道106号及び340号について、以下のとおり要
望します。
１　土砂崩落を防ぐ法面補強や落石防護柵の設置な
ど、防災対策にかかる必要な予算を確保すること。
２　現国道106号と市道廻立線との交差部分につい
て、安全性の向上を図る対策を行うこと。

１　県では、災害に強い道路ネットワークの構築など
の防災・減災対策を推進するため、令和４年６月16日
に行った令和５年度政府予算提言・要望において、国
の公共事業関係費の総額を安定的・継続的に確保する
ことと併せ、「防災・減災、国土強靱化のための５か
年加速化対策」に必要な予算を当初予算において別枠
で確保し、その取組を計画的に推進するよう国に要望
したところであり、引き続き必要な予算の確保を国に
働きかけていきます。（Ｂ）

２　国道106号と市道廻立（ﾏﾜﾀﾁ）線の交差点につい
ては、早期の整備は難しい状況ですが、宮古盛岡横断
道路（宮古～箱石）アクセスルートに位置しているこ
とから、交通量の推移や公共事業予算の動向等を見極
めながら総合的に判断していきます。（Ｃ）

沿岸広域振
興局

土木部 Ｂ：１
Ｃ：１

令和４年
８月23日
（火）

４　道路交通ネットワークの整備促進について
（３）国道340号｢宮古～岩泉間｣（和井内～押角トン
ネル間）の整備促進について
　押角トンネルが供用開始され、押角峠工区から宮古
側1.7㎞の区間については、令和２年度から和井内押
角工区として事業着手されました。
交通難所の解消に向けて、以下のとおり要望します。

１　和井内押角工区の早期完成に向けた事業推進を図
ること。
２　未改良区間の残り約2.0㎞について早期に事業化
すること。

１　和井内～押角工区については、令和２年度から事
業に着手しており、令和４年度は用地補償及び道路改
良工事を進めてきたところです。今後とも地域の御協
力をいただきながら、整備推進に努めていきます。
(Ａ)

２　約2.0kmの未改良区間については、早期の整備は
難しい状況ですが交通量の推移や公共事業予算の動向
等を見極めながら総合的に判断していきます。（Ｃ）

沿岸広域振
興局

土木部 Ａ：１
Ｃ：１



令和４年
８月23日
（火）

４　道路交通ネットワークの整備促進について
（４）主要地方道の整備及び事業化について
　安全かつ円滑な交通の確保と、災害に強い道路ネッ
トワークを構築するため、以下のとおり要望します。
１　重茂半島線はカーブが連続し、狭隘な個所も多く
存在し、東日本台風においては未改良区間の崩落によ
り集落が一時孤立したことから、早期に全線改良する
こと。
２　紫波江繫線について、江繫「大畑地区からタイマ
グラ地区」の道路改良整備をすること。
３　大槌小国線について、小国（道又）から大槌町金
沢までの区間の「土坂峠トンネル」について早期に事
業化すること。
４　宮古岩泉線について、宮園団地から箱石地区を経
由し、田代地区に至る延長約11ｋｍの区間を早期に改
良すること。

１　主要地方道重茂半島線については、地域の産業や
経済活動、日常生活を支える重要な路線であり、災害
時において緊急輸送を担う路線と認識しています。未
改良区間については、早期の整備は難しい状況です
が、交通量の推移や公共事業予算の動向等を見極めな
がら総合的に判断していきます。（Ｃ）

２　大畑地区～タイマグラ地区間については、早期の
整備は難しい状況ですが、交通量の推移や公共事業予
算の動向等を見極めながら総合的に判断していきま
す。（Ｃ）

３　主要地方道大槌小国線については、令和元年度ま
でに宮古市小国地区から大槌町金澤（ｶﾈｻﾞﾜ）地区間
のうち、早期に整備効果が発現できる現道拡幅区間約
1,100mの整備が完了したところです。
　残る区間については、急峻な地形であり長大トンネ
ルを含む大規模な事業となることが想定されることか
ら、慎重な検討が必要であると考えており、公共事業
予算の動向や、復興道路開通後の交通の流れの変化な
ども考慮しながら、総合的に判断していきます。(Ｃ)

４　主要地方道宮古岩泉線（宮園団地～箱石地区～田
代地区間）については、早期の整備は難しい状況です
が、交通量の推移や公共事業予算の動向等を見極めな
がら総合的に判断していきます。（Ｃ）

沿岸広域振
興局

土木部 Ｃ：４



令和４年
８月23日
（火）

４　道路交通ネットワークの整備促進について
（５）通学路の安全確保について
　全国で発生している通学路における死傷事故を踏ま
え、歩行者の安全を確保するため、以下のとおり要望
します。
１　三陸沿岸道路や市道北部環状線へのアクセス道路
として交通量が増加している千徳小学校前丁字路（市
道板屋近内線に西ヶ丘中央線が合流するＴ字路）に、
信号機を設置すること。
２　通学路における歩道の新設や、ガードレールの設
置等の交通安全対策事業に積極的に取り組むこと。

【県警察本部】
１　当該交差点については、主道路の１時間当たりの
最大自動車等往復交通量が信号機の設置基準以上であ
るほか、千徳小学校・宮古西中学校の通学路であり、
横断歩行者の安全を確保する必要があるなど、信号機
を設置するための条件を満たしていること、及び右折
レーンが設置され道路環境が改善される見込みである
ことから、令和５年度に信号機を設置することとしま
した。（Ａ）

【県土整備部】
２　県では、いわて県民計画（2019～2028）に基づ
き、歩行者の安全な通行を確保するため、通学路等へ
の歩道設置や防護柵等の交通安全施設の整備を推進し
ているところであり、引き続き取り組んでいきます。
（Ａ）

沿岸広域振
興局

経営企画
部、土木部

Ａ：２

令和４年
８月23日
（火）

４　道路交通ネットワークの整備促進について
（６）宮古盛岡横断道路、国道340号立丸峠周辺及び
押角峠トンネル内の携帯電話不感エリアの解消につい
て
　携帯電話不感エリアの解消のため、以下のとおり国
と通信事業者への働きかけを要望します。
１　岩手県の地域防災計画において、「緊急輸送道
路」に位置付けられている宮古盛岡横断道路及び国道
340号について、全線にわたる携帯電話のエリア整備
を行うこと。
２　特に、「立丸峠」「押角峠（トンネル内）」につ
いて、長距離区間が不感エリアであることから、早急
にエリア化を図ること。
３　国及び通信事業者への働きかけや早期事業化に向
けて引き続き支援すること。

　携帯電話の不感地域解消は重要な課題であり、これ
までも国に対し、県として、整備及び維持管理の支援
制度の拡充等について繰り返し要望しているほか、携
帯電話事業者に対して、不感地域の解消を要請してき
ました。
　宮古盛岡横断道路については、一部トンネル区間を
除き、おおむねエリア化しているほか、国道340号に
ついては、立丸峠周辺のうち居住地域が、一部携帯電
話事業者により令和４年度中にエリア化する計画が公
表されています。
　残る不感エリア（一部トンネル区間、立丸峠周辺の
非居住地域）についても、引き続き県から携帯電話事
業者等へ携帯電話利用環境の整備を働きかけていきま
す。（Ｂ）

沿岸広域振
興局

経営企画
部、土木部

Ｂ:１



令和４年
８月23日
（火）

５　重要港湾宮古港の機能強化について
（１）重要港湾機能の強化について
　重要港湾の機能維持と活性化に向け、以下のとおり
要望します。

１　重要な港湾機能であるタグボートの常駐は、県の
責任において行うこと。
２　地震に強い耐震強化岸壁の整備の事業化を行うこ
と。
３　早急に港内の静穏化等、環境整備を行うこと。
４　藤原ふ頭用地について、企業の用途に応じた立地
が進むよう県有地との交換、譲渡等を含め柔軟に対応
すること。

１　宮古港へのタグボートの常駐に係る経費について
は、宮古・室蘭フェリー就航時における貴市との合意
を踏まえ、寄港再開決定の際には、貴市と連携して費
用を負担することとしています。(Ｂ)
２　耐震強化岸壁については、令和２年度に策定した
「宮古港長期構想」において、適切な施設配置を検討
したところであり、事業化については、今後の港湾の
利用状況を踏まえながら検討していきます。(Ｂ)
３　宮古港の港内の静穏化等、環境整備については、
港湾計画の改訂が必要であることから、令和２年度に
「宮古港長期構想」を策定したところであり、引き続
き、貴市と連携して港湾計画の改訂に向けた貨物需要
の掘り起こしや課題整理等に取り組んでいきます。
(Ｂ)
４　未分譲地と民有地との交換については、地権者側
から具体的な利活用計画の提案を含めた申出があった
場合に検討していきます。
　また、未分譲地の交換や譲渡について要望があった
場合は、その具体的な利活用計画を提示いただきなが
ら、検討していきます。(Ｂ)

沿岸広域振
興局

土木部 Ｂ：４



令和４年
８月23日
（火）

５　重要港湾宮古港の機能強化について
（２）ポートセールスの強化について
　宮古港を核とした広域的な産業振興が図られるよ
う、以下のとおり要望します。

１　フェリー定期航路の再開に向け、ポートセールス
を強化すること。
２　クルーズ船の寄港効果を県内に波及させるため、
感染症対策やインバウンド対策などの受入環境を整備
するとともに、ポートセールスを強化すること。
３　港湾利用企業の立地や拡大に向け、ポートセール
スを強化すること。

１　フェリー定期航路の再開に向けたポートセールス
活動の強化については、令和２年度に実施した貨物動
向調査の結果を踏まえ、貴市と合同で調査協力企業へ
の訪問を行うなど、引き続き貴市と連携して取り組ん
でいきます。（Ａ）

２　クルーズ船の感染症対策やインバウンド対策など
の受入環境の整備について、令和２年度以降は外国大
型クルーズ船が全て寄港中止となりましたが、平成31
年度のダイヤモンド・プリンセスの寄港実績を踏ま
え、貴市や関係機関と連携しながら、十分な受入環境
の整備に努めていきます。
　また、クルーズ船社へのポートセールスについて
は、引き続き、貴市や関係機関と連携して、クルーズ
船社への訪問やクルーズ船社の視察受入れなどによ
り、クルーズ船社に対して宮古港への寄港を働き掛け
ていきます。（Ａ）

３　港湾利用企業の立地や拡大に向けたポートセール
スについては、貴市と連携して取り組んでいきます。
（Ａ）

沿岸広域振
興局

土木部 Ａ：３

令和４年
８月23日
（火）

６　移住定住・雇用対策の推進について
（１）若者の移住推進に向けた支援策の拡充について
　若者の移住、U・Iターンの推進に向け、若者を対象
とした支援策の拡充について、以下のとおり要望しま
す。

１　「いわて若者移住支援金」の対象者について、居
住地要件を「県外」に緩和すること。

　いわて若者移住支援金については、より多くの若者
の本県への移住、Ｕ・Ｉターンを促進するため、令和
４年度から新卒要件を追加し対象者を拡大したところ
であり、令和５年度からは、子育て世帯及び若者・女
性に対する加算制度を新設する予定です。

　居住地要件は現在のところ、岩手県移住支援金と同
様、東京圏としていますが、本県からの転出者が最も
多い宮城県など東京圏以外の県外も対象とすることに
ついて、今年度の利用状況などを踏まえ、次年度以降
も検討していきます。（Ｂ）

沿岸広域振
興局

経営企画部 Ｂ：1



令和４年
８月23日
（火）

６　移住定住・雇用対策の推進について
（２）地域雇用対策の推進について
　県では、令和５年度から「ジョブカフェみやこ」の
運営を縮小することを検討しています。
若年労働者の地元定着やU・Iターン者の誘導など地域
の雇用対策を維持するため、以下のとおり要望しま
す。

１　「ジョブカフェみやこ」は、引き続き県が主体と
なり運営し、運営体制は現行を維持すること。
２　宮古管内の市町村及び関係機関・団体と連携・情
報共有を図り、地域の産業構造やニーズに応じて、求
職者への就職相談業務やマッチング及び若年労働者の
地元定着等の業務機能を強化すること。

　ジョブカフェみやこを含む地域ジョブカフェについ
ては、県と市町村が連携して若者の就業支援を行うこ
とを目的に、平成16年度以降、順次、整備を図り運営
を行ってきたものであり、将来的に市町村がより強い
関わりを持っていくこととしつつ、当面は、県が主体
となった運営を行うこととしていたところです。
　人口減少が進む中、若者や女性の就業支援は人口減
少対策として極めて重要と認識しており、令和５年度
以降は、各地域において、地域の実情に応じた若者や
女性の地元定着支援を展開いただきたいと考えており
ます。
　県は、令和５年度以降、広域振興局・地域振興セン
ターに配置した就業支援員等が地域で雇用・労働関係
の相談対応を行うとともに、ジョブカフェいわてにお
いてオンラインも活用した相談対応を行うこととして
いますので、御理解・御協力をお願いします。（Ⅾ）
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令和４年
８月23日
（火）

７　観光の振興について
（１）三陸ジオパーク及びみちのく潮風トレイルの推
進について
　三陸ジオパーク及びみちのく潮風トレイルの推進の
ため、以下のとおり要望します。

１　みちのく潮風トレイルを観光資源として活用する
ため、周知宣伝等、情報発信の強化を図ること。

　県では、これまでもみちのく潮風トレイルをはじ
め、三陸復興国立公園や三陸ジオパークなど多様な地
域資源を有する優位性を生かし、これら三陸固有の資
源を生かした観光ルートの情報発信や三陸の地域資源
のブラッシュアップ等に取り組んできたところです。
　また、市町村、観光・商工団体、報道機関などで構
成する官民一体の組織である「いわて観光キャンペー
ン推進協議会」を通じ、国内外への情報発信の強化に
も取り組んでいるところです。
　さらに、令和４年７月から９月までの３ヶ月間、
「北東北三県大型観光キャンペーン」を展開し、関係
機関と連携し、「自然・絶景」「歴史・文化」「酒・
食」等をテーマに各種プロモーションを県内外に向け
て集中的に実施しました。
　今後も、三陸ＤＭＯセンターや地元関係者と連携し
て情報発信の強化に取り組み、三陸の地域資源を生か
した誘客の促進に取り組んでいきます。（Ｂ）
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令和４年
８月23日
（火）

７　観光の振興について
（２）観光関連施設の修繕について
　度重なる災害や大雨により破損した箇所及び老朽化
した施設について、以下のとおり要望します。

１　東日本台風以降、魹ヶ埼灯台トイレの使用休止状
態が続いていることから、早急に取水施設を復旧する
こと。
２　老朽化した浄土ヶ浜第一駐車場トイレの建て替え
を行うこと。
３　臼木山トイレについてバリアフリー化への改修を
行うこと。

　自然公園施設の整備については、県内各地から多く
の要望があり、必要性、緊急性等を考慮しながら整備
を進めている状況です。
１　魹ヶ埼灯台トイレについては、令和４年度に改修
工事を実施します。(Ｂ）
２　浄土ヶ浜第一駐車場トイレについては、令和３年
度に浄化槽の修繕、令和４年度に照明設備・排水管の
修繕を実施し、老朽化対策を行っているところです。
建て替えについては、耐用年数等を考慮しながら、貴
市及び関係機関と意見交換を行い、整備方針を検討し
ていきます。（Ｂ）
３　臼木山トイレについては、トイレまでの園路のバ
リアフリー化や多目的トイレの整備等を行っていま
す。他に改修を希望するか所がある場合は、貴市と意
見交換を行い、整備方針を検討していきます。（Ｂ）
　これらの改修に要する予算については、継続して国
に要望していきます。
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令和４年
８月23日
（火）

８　医療・福祉の充実について
（１）県立宮古病院の医師の確保等について
　宮古医療圏の中核病院として、圏域住民の命を支え
る重要な役割を担う県立宮古病院について、以下のと
おり要望します。

１　県立宮古病院の医師及び看護師の不足を解消し、
医療サービスの向上に努めること。
２　救命率の向上及び後遺症の軽減のため、ドクター
ヘリを増機するなど搬送体制の強化を図ること。
３　県立宮古病院に救命救急センターを設置するこ
と。

１　県立宮古病院の常勤医師の配置又は増員について
は、派遣元である大学医局においても医師の絶対数が
不足していることから厳しい状況が続いているため、
関係大学からの診療応援や県立病院間の連携等によ
り、診療体制の維持に努めているところです。
　県では、医師の地域偏在の更なる解消に向けて、医
師不足が深刻な沿岸・県北地域への奨学金養成医師の
配置に向けて、令和３年度に配置対象となった奨学金
養成医師から、沿岸・県北地域での２年間の勤務を必
須化しており、令和４年度に配置した122名の養成医
師のうち、12名を宮古病院に配置したところです。
　県としては引き続き、関係大学を訪問し医師の派遣
を強く要請していくほか、即戦力となる医師の招聘や
奨学金養成医師の計画的な配置等に努めながら、医師
の確保に取り組んでいきます。
　看護師については、令和２年度に夜勤体制強化のた
めの増員を図り、今年度もその体制を維持しているほ
か、病院からのヒアリング等に基づき育休代替職員を
措置するなど、体制整備に努めているところです。
　沿岸地域の病院は欠員が生じた場合、看護師免許取
得者を確保することが難しい状況となっていることか
ら、看護師の募集において、受験資格を緩和した沿岸
枠（久慈・宮古・山田・大槌・釜石・大船渡・高田）
を設定し、受験しやすい環境整備に努めており、引き
続き必要な看護師数の確保に取り組んでいきます。
（Ｂ）

沿岸広域振
興局

経営企画
部、保健福
祉環境部

Ｂ：２
Ｄ：１



２　本県ドクターヘリについては、平成24年度の導入
後これまで円滑に運航されており、平成25年度からは
北東北三県の広域連携による運航を開始し、県北沿岸
地域における救急医療体制の強化を図っているところ
です。
　ドクターヘリの増機は、必要な医師、看護師のス
タッフ確保などの課題があり困難ではありますが、今
後とも、広域連携による運航を継続しながら、必要な
救急医療体制の確保に努めていきます。（Ｂ)

３　本県の三次救急医療体制については、重症及び複
数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者を24
時間体制で受け入れるため、面積が広大で山間部が多
いという地理的状況等も踏まえ、岩手医大附属病院高
度救命救急センターも含め４病院を救命救急センター
に指定しているところです。
　県立宮古病院への新たな救命救急センターの設置
は、必要なスタッフの確保などの課題があり困難です
が、ドクターヘリも活用しながら必要な三次救急医療
体制を確保していきます。（Ｄ)



令和４年
８月23日
（火）

８　医療・福祉の充実について
（２）中学生までの医療費助成制度の拡大について
　子育て世帯にとって大きな負担となっている子ども
の医療費を、国、　県及び市町村で支援していくた
め、以下のとおり要望します。

１　県事業として実施する医療費助成について、全県
的に実施している現物給付との統一を図り、中学生
（入院・外来）まで対象を拡大すること。
２　全国一律のこども医療費助成の制度創設につい
て、国に強く働きかけること。

１　県が助成対象を拡大する場合、多額の財源を確保
する必要がありますが、本県では、県立病院等事業会
計負担金が多額になっているという事情もあることか
ら、今後、国の動向も注視しながら、県の医療・福祉
政策全体の中で、総合的に検討する必要があると考え
ています。（Ｃ）

２　各市町村の医療費助成については、それぞれの政
策的判断のもとに、単独事業として拡充が進められて
きていますが、県としては、本来、自治体の財政力の
差などによらず、全国どこの地域においても同等な水
準で行われるべきと考えており、これまで、国に対
し、県の政府予算提言・要望などにおいて、全国一律
の制度を創設するよう要望しているところです。ま
た、全国知事会からも同様の要望を行っており、今後
も様々な機会を通じて国に対する働きかけを行ってい
きます。（Ｂ）
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令和４年
８月23日
（火）

８　医療・福祉の充実について
（３）介護施設等の整備に関する補助単価の引き上げ
と介護人材確保について
　介護施設の新規整備に関し、実勢単価を反映した補
助単価の引き上げと介護人材確保について、以下のと
おり要望します。

１　地域医療介護総合確保基金における施設開設補助
について、補助単価の引き上げを国に強く働きかける
こと。
２　県独自補助の創設又は他の補助メニューを併用で
きる制度を整備すること。
３　人材の確保に向けて、介護職員の給与を全産業平
均の水準まで引き上げるようさらなる処遇改善策につ
いて、国に強く働きかけること。

　地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等整
備事業費補助については、国が消費税率の引上げ等に
対応して、順次基準単価の改正を行っており、県では
この基準単価の上限額を採用して市町村に対して補助
してきたところです。
　県としては社会情勢の変化等を注視し、必要な財源
措置も含めて、必要に応じて国に働きかけていきま
す。（Ｂ）
　また、国が補助対象としていない広域型特別養護老
人ホーム等の整備に関して、県では老人福祉施設整備
費補助の制度を設け、全国平均を上回る単価により補
助を行っているところであり、新たな補助制度の創設
等については、その必要性も含めて慎重な検討が必要
と考えています。（Ｃ）
　介護職員の処遇改善については、令和４年２月から
９月までの間、３％程度の賃金改善に要する経費に対
し補助を行っていますが、10月以降も処遇改善が継続
されるよう、国では、介護報酬の臨時改定を行い、介
護職員等ベースアップ等支援加算が創設されることと
なっています。
　県では、政府予算提言・要望活動において、全産業
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　県では、政府予算提言・要望活動において、全産業
平均の賃金水準に達するまで、更なる処遇改善を継続
的に行うよう要望しているところであり、今後も必要
な要望を行っていくほか、全国知事会においても、今
年度も国に対して、介護人材の安定的な確保・育成・
定着を図るための施策の推進等について要望を行って
います。（Ｂ）



令和４年
８月23日
（火）

９　教育環境の整備について
（１）教育環境の整備について
　度重なる災害による家庭環境の変化や、複雑化、多
様化する教育課題や学習指導要領の改訂に対応するた
め、以下のとおり要望します。

１　スクールカウンセラー及びスクールソーシャル
ワーカーを増員する
こと。
２　指導主事の配置数について、定数を維持するこ
と。
３　英語教育専科教員を全小学校へ配置すること。

１　スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カーの配置については、沿岸部をはじめ、県内全域に
おいて震災起因に係る問題を抱えた児童生徒の実状を
把握するための調査に基づき、また、様々なデータを
もとに生徒指導上の諸課題を抱える学校の実態を踏ま
えながら、支援が必要な学校へ適切な配置していると
ころです。
　今後も、国に対して「緊急スクールカウンセラー等
活用事業」による特別措置の継続を要望していくとと
もに、スクールカウンセラー、スクールソーシャル
ワーカーと連携した各学校の教育相談体制の充実を目
指し、適正な配置に努めていきます。（Ｂ）

２　指導主事の配置については、全県的に市町村間の
配置の均衡を図る観点から、平成25年度において、全
市町村に各１人配置し、学校数・学級数等が多い市町
村には規模に応じて複数配置するよう見直しを行った
ところであり、宮古市については、令和４年度、引き
続き２人の配置としているところです。
　令和５年度以降の配置については、各市町村の状況
及び国庫負担定数の措置状況等を踏まえつつ、検討し
ていきます。（Ｂ）
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令和４年
８月23日
（火）

９　教育環境の整備について
（２）岩手県立宮古水産高等学校の機能強化について
　不漁の連続という状況下で宮古の漁業・水産業を振
興し、豊かな海とともに暮らすことを望む児童生徒
に、従来の養殖漁業に限らず「海面養殖」「陸上養
殖」を通じ、海洋教育によりキャリア教育や生きる力
を育む環境を整える必要があります。
　そのためには、専門的な知識及び技術が習得できる
高等教育の更なる充実が必要であることから、以下に
ついて要望します。

１　岩手県立宮古水産高等学校に養殖科を新設するこ
と。

１　宮古水産高校海洋生産科では、生徒の希望に応じ
て２年生から船舶運航コース及び食品資源コースに分
かれて、より専門的な学びを行う教育課程としてお
り、食品資源コースでは水産業の６次産業化に対応す
るため、水産物の生産から加工、流通、販売に関する
科目を幅広く学習する中で、栽培漁業（増殖・養殖）
等に関する専門分野の基礎的な知識と技術についても
教育を行っております。
　本県の沿岸漁業を支える人材育成は重要な課題と認
識しており、令和３年５月に策定した「新たな県立高
等学校再編計画後期計画」においても、「地域や地域
産業を担う人づくり」等を基本的な考え方とし、産業
人材としての確かな基盤を育成できる教育環境を整備
することとしています。
　この考え方に基づき、宮古地域においては、基幹産
業である水産業をはじめ、ものづくり産業等に関する
専門的な学びを希望するより多くの生徒が集う学校の
整備に向け、宮古水産高校と宮古商工高校をそれぞれ
単独で維持しつつ、老朽化が進む両校の校舎及び施設
等を同一校地内に集約して、両校の施設の共有化を図
る等、一体的な整備を行うこととしました。これによ
り、水産、家庭、商業、工業の各専門分野が連携して
学びの充実等を図り、新たな時代をリードする産業人
材の育成等を目指すものです。
　新しい学科の設置については、中学生の進路希望状
況、卒業後の進路、地域の産業構造や人材のニーズ及
び産業施策の方向性等、様々な観点からの検討が必要
であり、多くの課題があるものと認識していますが、
栽培漁業を担う人材の育成に向けて、引き続き、現在
行われている教育課程の充実に取り組んでいきます。
（Ｂ）
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令和４年
８月23日
（火）

１０　国に対する要望の強化について
（１）日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震に係る津波
防災対策への財政支援について
　本年６月に施行された「日本海溝・千島海溝周辺海
溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置
法（以下「特措法」という。）」に基づく津波避難対
策は、当市が取り組む津波防災対策において、重要か
つ必要不可欠な対策です。
　また、今後発生が想定される最大クラスの地震と津
波に対する新たな対策に係る事業費について、国の負
担又は補助の特例措置後も自治体の財政負担が大きく
なることが想定されることから、以下のとおり要望し
ます。

１　特措法に基づく津波避難対策を速やかに講ずるた
め、「津波避難対策特別強化地域」の指定について、
国に強く働きかけること。
２　特例措置適用後の自治体負担分について、緊急防
災・減災事業債が
適用できるように制度の見直しを行うこと。

１　県では、国との意見交換の場において、特に著し
い津波災害が生じるおそれがあり、津波避難対策を強
化すべき特別強化地域として、沿岸12市町村全てを指
定するよう要請しています。さらに、特別措置法の規
定に基づく意見照会があったことから、改めて、沿岸
12市町村全てが指定されるよう国に意見を述べたとこ
ろであり、令和４年９月に12市町村全てが指定されま
した。(Ｂ）

２　日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策について
は、津波浸水想定や積雪寒冷を考慮した津波避難施設
や避難路の整備、避難所における防寒対策などを進め
ていく必要があり、これらハード・ソフト両面にわた
る新たな取組は、今なお、東日本大震災津波からの復
興に取り組んでいる沿岸市町村等にとっては、更なる
負担となることから、その負担を軽減していく必要が
あると認識しています。

　このため、県としては、関係道県と連携しながら、
既存交付金の拡充や新たな財政支援制度の創設などを
国に要望していくなど、市町村等による津波避難対策
が着実に実施されるよう、引き続き、取り組んでいき
ます。(Ｂ）

沿岸広域振
興局

経営企画部 Ｂ：２



令和４年
８月23日
（火）

１０　国に対する要望の強化について
（２）福島第一原子力発電所におけるＡＬＰＳ処理水
の海洋放出について
　震災からの産業の復興を果たすため、安全安心で良
質な農林水産物のPRを図り、販路回復に懸命に取り組
んでいます。ALPS処理水を海洋放出する政府の
方針決定により、風評被害の拡大が見込まれることか
ら、以下のとおり要望
します。

１　海洋放出によらない新たな処理・保管方法を検
討・実行すること。
２　処理水等に関する市町村への積極的な情報提供と
ともに、国民への丁寧な説明等を行うこと。
３　東北地方を中心とした太平洋沿岸で漁獲される水
産資源への風評被害を払拭するための対策及び財政支
援を行うこと。

１・２・３　ALPS処理水の処分については、市町村や
漁業関係団体等から、安全性への不安や新たな風評が
生じることを懸念する意見が数多く出されていること
から、県では、これまで様々な機会を捉えて、関係団
体や関係市町村等に対する丁寧な説明と慎重な対応を
要望してきたところです。
　また、これまでの東日本大震災津波からの復興の取
組や本県の自然・産業に影響を及ぼすことのないよ
う、今年度の政府予算要望において、「徹底した安全
対策とあらゆる分野に対応した実効性のある風評対
策」や、「処理技術の研究開発の推進」などについて
要望したほか、本県の漁業が直面している主要魚種の
漁獲量激減など固有の事情に合わせた支援についても
国に要望しているところです。
　今後においても、安全に関する客観的で信頼性の高
い情報の発信や、安全性をさらに高める処理技術の研
究開発の継続など、国内外の理解と安心が得られる取
組を国の責任においてしっかりと行うよう、引き続き
求めていきます。（Ｂ）

沿岸広域振
興局

経営企画部 Ｂ：３

令和４年
８月23日
（火）

１０　国に対する要望の強化について
（３）被災児童生徒就学支援等事業費交付金の継続に
ついて
　度重なる災害により、児童生徒の就学が困難な家庭
があることから、以下のとおり要望します。

１　台風第10号及び東日本台風で被災した児童生徒に
ついても、国において東日本大震災と同様の就学援助
を実施すること。

　台風10号及び東日本台風により被災した世帯への就
学援助については、これまでも国に対し、東日本大震
災津波に伴う就学援助と同様の財政措置を行うよう要
望してきたところであり、今後とも様々な機会を捉え
て働きかけを行っていきます。（Ｃ）

沿岸広域振
興局

経営企画部 Ｃ：１



令和４年
８月23日
（火）

１０　国に対する要望の強化について
（４）廃校施設解体経費の財政支援について
　学校統廃合による廃校施設の解体について国庫補助
事業の対象外となっており、多額な経費の財源確保が
課題となっていることから、以下のとおり要望しま
す。

１　廃校施設の解体経費にかかる財政支援制度を創設
すること。

　廃校舎の解体に要する経費については、統合により
新築する場合又は改築及び長寿命化改良工事に併せて
実施する場合にあっては、事業の実施年度に行われる
既存校舎棟の解体経費が国庫補助事業の対象とされて
います。
　一方、廃校後活用が図られず遊休施設となっている
施設の除去（解体）事業に対する補助制度はありませ
んが、平成26年度から地方債の特例措置（資金手当）
が講じられており、平成29年度からその充当率が90
パーセントに引き上げられております。
　しかしながら、廃校施設の解体には、多額の経費を
要し、各自治体の負担が大きいことから、遊休化して
いる施設を含めた廃校施設の解体に係る財政支援制度
の新設について、今後とも全国の都道府県と連携し国
に要望するなど、様々な機会を捉えて働きかけを行っ
ていきます。（Ｂ）

沿岸広域振
興局

経営企画部 Ｂ：１

令和４年
８月23日
（火）

１０　国に対する要望の強化について
（５）学校施設環境改善交付金に係る補助率・配分基
礎額の引き上げについて
　学校施設環境改善交付金の配分基礎額が必要経費の
全てを対象としていません。また、配分基礎額におけ
る建築単価が実勢価格と乖離しています。これらによ
り、自治体の負担が大きくなっていることから、以下
のとおり要望します。

１　補助率及び配分基礎額を拡充すること。

  国は、令和４年度予算において、学校施設環境改善
交付金について補助単価の引き上げを行いました。
  しかしながら、学校施設の改築や改修には多額の経
費を要し、各自治体の負担が大きいことから、補助率
の引き上げ等について、国に対し要望しているところ
です。
　今後とも全国の都道府県と連携し国に要望するな
ど、様々な機会を捉えて働きかけを行っていきます。
（Ｂ）

沿岸広域振
興局

経営企画部 Ｂ：１



令和４年
８月23日
（火）

１０　国に対する要望の強化について
（６）過疎対策事業債の償還期限の延長について
　財政融資資金における過疎対策事業債の償還期限
は、一部施設を除き12年と短期間となっていることか
ら、財政負担の平準化を図るため、以下のとおり要望
します。

１　財政融資資金の償還期限について、地方公共団体
金融機構資金と同様、30年に延長すること。
２　財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金にお
ける既往債についても、延長後の償還期限を適用する
こと。

１・２　地方債の償還年限は、世代間負担の公平の観
点から公共施設の耐用年数等を勘案し設定されるもの
ですが、国では、財政融資資金において、令和４年度
から新たに公共施設等適正管理推進事業に同資金を配
分し償還期限を30年に設定するなど、公的資金に係る
配慮に努めているところです。

　県としては、こうした動向を注視するとともに、特
に過疎対策事業債における財政融資資金の償還期限の
延長について、関係団体を通じ国に要望していきま
す。（Ｂ）

沿岸広域振
興局

経営企画部 Ｂ：１



令和４年
８月23日
（火）

１０　国に対する要望の強化について
（７）鳥獣被害防止対策の推進について
　野生鳥獣による農作物被害拡大防止及び有害捕獲活
動の推進について、以下のとおり要望します。

１　ニホンジカ及びツキノワグマの個体数の適正な管
理が行える施策を講じること。
２　狩猟従事者の育成と確保、農作物被害拡大防止対
策の財源を確保すること。
３　鳥獣被害対策と一体にジビエ肉の活用を図るた
め、県全域が指定されている出荷制限区域について、
これまでの放射性物質検査の結果に基づいて区域を分
割するなど見直しを行うこと。

【環境生活部】
１　ニホンジカについて、昨年度末に策定した「第６
次シカ管理計画」及び個体数推定の結果を踏まえ、新
たな捕獲目標値を設定するとともに、狩猟期間の延
長、指定管理鳥獣捕獲等事業の実施、全県一斉での捕
獲強化期間の設定など様々な取組により、全県におけ
る捕獲の強化に努めるとともに、必要な財政措置の確
保について国に要望しています。
　ツキノワグマについても、昨年度末に策定した「第
５次ツキノワグマ管理計画」において、個体数推定の
結果及び人身・農業被害の状況を踏まえ、初めて個体
数を低減させる方針を明記したところであり、この方
針を踏まえた捕獲上限数の見直し、狩猟期間の延長、
生息数調査などに取り組むこととしています。
　また、市町村に対しては、人身被害発生時における
捕獲許可権限を委譲しているほか、市町村ごとの有害
捕獲頭数をあらかじめ配分する特例許可の許可期間を
30日から90日に延長するなど、円滑な対応に向けた制
度の見直しを行ったところです。
　なお、国に対して、クマによる被害防止対策のため
の財政的支援等について要望しています。（Ｂ）

２　狩猟従事者の育成と確保については、狩猟に興味
のある県民を対象とした研修会の開催や、狩猟免許試
験予備講習の無料実施、狩猟免許試験の県内各地での
開催、経験の少ない狩猟者を対象とした研修会の開催
などに取り組んでおり、国に対しても、捕獲の担い手
の確保に資する施策の充実について要望しています。
（Ｂ）

沿岸広域振
興局

保健福祉環
境部、農林
部

Ｂ：４



【農林水産部】
２　野生鳥獣による農作物被害を防止するためには、
有害鳥獣の捕獲とともに、食害等から農作物を守り、
更に集落に寄せ付けない対策（地域ぐるみ活動）を実
施していくことが重要です。このため、県では、「鳥
獣被害防止総合対策交付金（国庫）」を活用し、有害
捕獲、電気柵の設置や地域ぐるみの被害防止活動等の
取組を支援しています。
　農作物被害拡大防止対策に関する財源確保につい
て、要望額に対し８割以上の予算を確保したほか、令
和４年６月、国に対する「提言・要望」において、
「有害捕獲活動に係る十分な予算の確保と早期配分」
を要望したところです。また、補助上限単価につい
て、捕獲に要する実費用に見合う単価に引き上げるよ
う併せて要望したところであり、今後も国に対して必
要な対策を講じるよう求めていきます。（Ｂ）

３　県では、出荷制限の解除に向けシカ肉の放射性物
質検査の実施方法や処理加工施設における管理基準等
を定めた「出荷・検査方針」を策定し、これに基づき
管理されるシカ肉については、令和２年４月、国から
出荷制限が一部解除され、出荷が可能となりました。
　今後、新たにニホンジカのジビエ利用に取り組もう
とする市町村に対しては、食品衛生法に基づく食肉処
理加工施設や放射性物質検査体制の整備が整い次第、
出荷制限の一部解除について国に協議していきます。

　なお、北海道東北知事会から、「野生の山菜、鳥獣
肉等の制限解除に当たって、柔軟に対応するよう。」
国へ要望しています。（Ｂ）



令和４年
８月23日
（火）

１０　国に対する要望の強化について
（８）国土調査関係予算の確保について
　災害等に備えるために都市部、山村部の地籍調査を
促進させることが必要ですが、当市の地籍調査事業の
進捗率は約44％と遅れています。
負担金の要望額に対する交付率が低い状況であること
から、以下のとおり要望します。

１　財源について十分な確保を行うこと。
２　災害に備え、財源を優先的に確保すること。

　地籍調査事業は、公共事業の工期短縮や用地取得に
係るコストの縮減などの効果があるが、とりわけ近年
は東日本大震災津波や頻発する豪雨災害からの復旧に
当たり、正確な境界復元が可能になるなど、その重要
性が改めて認識されたところです。
　このような中、県では、国の第７次国土調査事業十
箇年計画に基づき策定した県計画により、市町村が策
定した防災対策、森林施業・保全等の施策と連携し進
めることとしています。
　このため県では、県計画の着実な推進に向けて、市
町村の要望に応え得る予算確保のため、令和４年６月
に県から国に対し要望を行いました。
　今後も、市町村及び岩手県国土調査推進協議会等の
関係機関・団体と連携しながら、国へ十分な予算の確
保と本県への配分を強く働きかけるなど、予算の確保
に努めていきます。（Ｂ）

沿岸広域振
興局

農林部 Ｂ：１



令和４年
８月23日
（火）

１０　国に対する要望の強化について
（９）国民健康保険に対する国の財政支援の拡充・強
化について
　国民健康保険制度における諸課題に対応し、被保険
者の保険料負担の軽減を図るため、以下のとおり要望
します。

１　国民健康保険の構造的な課題に対応するため、国
庫負担割合の引上げなど、国の責任と負担において実
効ある措置を講じること。
２　保険料負担増の一因となっている医療費助成の現
物給付に対する国民健康保険の国庫負担減額調整措置
を全面的に廃止すること。
３　本年度から始まった未就学児に係る均等割保険料
の軽減について、対象を18歳以下の全ての子どもに拡
充するとともに、国の責任において必要な財源を確保
すること。

１　県では、国保制度改革に伴い、平成30年度以降、
財政基盤の強化のために国において毎年実施すること
とされた約1,700億円の財政措置の拡充を、今後にお
いても確実に実施するとともに、制度の構造的な課題
を踏まえた将来にわたる持続可能な制度の確立や国民
の保険料負担の平準化等に向けて、国庫負担率の引上
げなど、様々な財政措置を講じ、今後の医療費の増嵩
に耐え得る財政基盤の安定化を図るよう、政府予算提
言・要望において国に要望しています。
　また、東日本大震災津波により被災した市町村の国
保財政は、医療費の増加等により依然として厳しい状
況にあることから、安定的な運営が図られるよう、調
整交付金の増額や、国費による補填など、十分な財政
措置を講じるよう、併せて、国に要望しています。
（Ｂ）

２　県では、人口減少対策としての総合的な子育て支
援施策の一環として、厳しい財政状況にありますが、
市町村等と協議のうえ、現物給付の対象を中学生まで
順次拡大してきたところです。
　現物給付に伴う国民健康保険国庫負担金等の減額調
整措置の撤廃については、これまでも継続して国に要
望してきたところであり、平成30年度から、未就学児
までを対象とする医療費助成の現物給付については、
減額調整措置を行わないこととされましたが、小学
生、中学生及び妊産婦は、依然として減額調整の対象
となっていることから、対象に関わらず廃止するよう
国に要望しています。（Ｂ）

沿岸広域振
興局

保健福祉環
境部

Ｂ：３

３　県としても、国民健康保険における「均等割」の
課税が、子育て世代の保険料負担を重くしている実態
があると認識しており、子育て支援や医療保険制度間
の公平性の確保の観点から、本年度から施行とされて
いる未就学児に係る均等割保険料の軽減対象年齢及び
軽減額を拡充するよう、政府予算提言・要望において
国に要望しています。（Ｂ）



令和４年
８月23日
（火）

１０　国に対する要望の強化について
（10）脱炭素に向けた再生可能エネルギーの導入促進
について
 地域の脱炭素に繋がる再生可能エネルギーの更なる
導入促進に向け、以下のとおり要望します。

１　国主導による系統増強と併せ、脱炭素化に資する
再生可能エネルギーを優先的に系統利用できるよう運
用ルールを見直すこと。

　再生可能エネルギーの導入拡大のためには、送電容
量の確保等が必要であることから、県では、再生可能
エネルギー電源の出力制御を低減するため、蓄電池導
入などによる系統安定化対策を含む送配電網の充実・
強化を国に要望しています。
　引き続き、全国知事会等とも連携しながら、系統運
用方法の見直しなど、再生可能エネルギーの導入拡大
に向けた具体的な施策を講じるよう、国に対し働きか
けていきます。（Ｂ）

沿岸広域振
興局

保健福祉環
境部

Ｂ：１


